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この冊子の制作にあたり、ご協力を賜りましたお取引先各社（順不同・敬称略）

食堂・コンビニ

サントリービバレッジソリューション株式会社

キリンビバレッジ株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

大塚製薬株式会社

株式会社伊藤園

株式会社メイジヤ

シノブフーズ株式会社　

株式会社大楠屋

藤本食品株式会社

旭食品株式会社

株式会社オリエンタルベーカリー

山崎製パン株式会社

エスアールジャパン株式会社

株式会社岸本久志商店

シャープマーケティングジャパン株式会社

株式会社服部商店

株式会社京果食品

株式会社折元

エンド商事株式会社

株式会社ベネック

株式会社アキタフーズ

ミネヤ食品工業株式会社

株式会社新協サニコン

株式会社フレイバー・プラザ

株式会社東久

日本食研株式会社

フジノ食品株式会社

幸南食糧株式会社

書　　籍

株式会社 トーハン

Nellie's English Books

ライセンスカウンター

阪急ドライビングスクール服部緑地

Mランド益田校

マツキドライビングスクール山形中央校

マツキドライビングスクール長井校

マツキドライビングスクール福島飯坂校

尼崎ドライブスクール

阪和鳳自動車学校

ライセンスカウンター

武庫川自動車学園

学校法人 兵庫県自動車学校 西宮本校

資格の大原

株式会社京繊　京都さがの館

アンジュ株式会社

株式会社光陽社

株式会社シーズ・プランニング

ストーリーテラー株式会社

購　　買

カシオ計算機株式会社

青山商事株式会社

株式会社AOKI

はるやま商事株式会社　

エレコム株式会社

コクヨマーケティング株式会社

DAIWA CYCLE株式会社

ソフトバンク株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

住宅相談室

株式会社ジェイコムウエスト　北大阪局

総　　務

ユニヴ・ライフ株式会社

株式会社T'STILE

ふじや印刷株式会社　

三井住友カード株式会社

鍵本産業株式会社　

株式会社イチネン　

株式会社遊文舎

株式会社栗菱コンピューターズ

株式会社ダスキンサニー　第1支店

ストレージサービス株式会社

東洋テックビルサービス株式会社

りそなリース株式会社

日本カーソリューションズ株式会社

リーバル株式会社
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第１章　総則
（目的）
第1条　この消費生活協同組合（以下「組合」という。）は、

協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改
善向上をはかることを目的とする。

（事業）
第3条　この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事

業を行う。
　（１）　組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若

しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
　（２）　組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に

利用させる事業
　（３）　組合員の生活の改善及び文化の向上をはかる事業
　（４）　組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向

上をはかる事業
　（５）　組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業
　（６）　組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物

取引業に関する事業
　（７）　組合員のための古物営業法に基づく古物事業
　（８）　前各号の事業に附帯する事業

第２章　組合員及び出資金
（組合員の資格）
第6条　この組合の区域内に勤務又は通学する者は、この組

合の組合員となることができる。
（加入の申込み）
第7条　前条第1項に規定する者は、組合員となろうとする

ときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとす
る出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に
提出しなければならない。

（自由脱退）
第10条　組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組

合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退すること
ができる。

（法定脱退）
第11条　組合員は、次の事由によって脱退する。
　（１）組合員たる資格の喪失 
　（２）死亡
　（３）除名

（除名）
第12条　この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当す

るときは、総代会の議決によって、除名することができる。
　（１）1年間この組合の施設を利用しないとき。
　（２）供給物資の代金又は利用料の支払を怠り催告を受け

てもその義務を履行しないとき。
　（３）この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為を

したとき。
　２．前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日

前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、か
つ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

　３．この組合は、除名の議決があったときは、除名された
組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するも
のとする。

（脱退組合員の払戻し請求権）
第13条　脱退した組合員は、次の各号に定めるところによ

り、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求すること
ができる。

　（１）第10条の規定による脱退又は第11条第１号若しくは
第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相
当する額 

　（２）第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込
済出資額の2分の1に相当する額

　２．この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務
を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止するこ
とができる。

　３．この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の
財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1
項の払戻しを行わない。

（出資）
第15条　組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
　２．1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組

合員の総出資口数の4分の1とする。
　３．組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもって

この組合に対抗することができない。
　４．組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

（出資1口の金額及びその払込み方法）
第16条　出資1口の金額は、500円とし、全額一時払込みと

する。

第３章　役職員
（役員）
第19条　この組合に次の役員を置く。 
　（１）理事　20名以上27名以内
　（２）監事　3名以上5名以内

（役員の選挙）
第20条　役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総

代会において選挙する。
　２．理事は、組合員でなければならない。ただし、特別の

理由があるときは、理事の定数の5の1以内の者を、組合

員以外の者のうちから選挙することができる。
　３．役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、1

人につき1票とする。
（代表理事）
第28条　理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事
（以下「代表理事」という。）を選定しなければならない。

　２．代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁
判外の行為をする権限を有する。

（組合長理事、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事）
第29条　理事は、組合長理事、理事長、副理事長、専務理

事各1名及び常務理事若干名を理事会において互選する。
　２．組合長理事は組合を代表する。
　３．理事長は組合の業務を統括し、組合を代表する。な

お、理事長が組合長理事を兼務することは妨げない。
　４．副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はそ

の職務を代行する。
　５．専務理事は理事長を補佐し、組合の業務執行を統括

し、組合を代表する。
　６．常務理事は専務理事を補佐し、組合の業務を執行する。

（理事会）
第30条　理事会は、理事をもって組織する。   
　２．理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行

を監督する。
　３．理事会は、組合長理事若しくは理事長が招集する。
　４．組合長理事若しくは理事長以外の理事は、組合長理事

若しくは理事長に対し、理事会の目的である事項を示し
て、理事会の招集を請求することができる。

　５．前項の請求があった日から5日以内に、その請求が
あった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の
招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事
は、理事会を招集することができる。

　６．理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報
告しなければならない。

　７．その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
（理事会の議決事項）
第32条　この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事

項は、理事会の議決を経なければならない。
　（１）この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
　（２）総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議

すべき事項
　（３）この組合の財産及び業務の執行のための手続その他

この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定め
る規則の設定、変更及び廃止    

　（４）取引金融機関の決定  
　（５）前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

（理事会の議決方法） 
第33条　理事会の決議は、議決に加わることができる理事

の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
　２．前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、

議決に加わることができない。       
　３．理事が理事会の決議の目的である事項について提案し

た場合において、当該提案につき理事（当該事項について
議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当
該提案について異議を述べたときは除く。）は、当該提案
を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

　４．理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に
報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報
告することを要しない。

（定款等の備置）
第35条　この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を

主たる事務所に備え置かなければならない。
　（１）定款
　（２）規約
　（３）理事会の議事録
　（４）総代会の議事録
　（５）貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処

理案（以下「決算関係書類」という。）及び事業報告書並
びにこれらの附属明細書（監査報告を含む。）

　２．この組合は、法令に定める事項を記載した組合員名簿
を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。

　３．この組合は、組合員又は組合の債権者（理事会の議事
録については、裁判所の許可を得た組合の債権者）から、
法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又
は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこ
れを拒んではならない。

（監事の職務及び権限）
第36条　監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合

において、法令で定めるところにより、監査報告を作成し
なければならない。   

　２．監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関
する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調
査することができる。     

　３．監事は、その職務を行うため必要があるときは、この
組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社
の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

　４．前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報
告又は調査を拒むことができる。

　５．監事は、理事会に出席し、必要があると認めるとき

は、意見を述べなければならない。
　６．監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をす

るおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反
する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

　７．監事は、前項の場合において、必要があると認めると
きは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。

　８．第30条第5項の規定は、前項の請求をした監事につい
てこれを準用する。

　９．監事は、総代会において、監事の解任又は辞任につい
て意見を述べることができる。

　10．監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代
会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることがで
きる。

　11．組合長理事若しくは理事長は、前項の者に対し、同
項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通
知しなければならない。

　12．監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が
行い、総代会の承認を受けるものとする。

第４章　総代会及び総会
（総代会の設置） 
第44条　この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。

（総代の定数）
第45条　総代の定数は、100名以上200名以内において総

代選挙規約で定める。
（総代の選挙）
第46条　総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組

合員のうちから選挙する。
（総代の任期）
第49条　総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

（通常総代会の招集）
第51条　通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内

に招集しなければならない。
（総代会の招集者）
第53条　総代会は、理事会の議決を経て、組合長理事若し

くは理事長が招集する。
（総代会の招集手続） 
第54条　総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総

代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなけ
ればならない。

　２．前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事
会の決議によらなければならない。

　３．前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合
には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらな
ければならない。

　４．総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代
会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記
載した書面をもってその通知を発しなければならない。

　５．通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めると
ころにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係
書類及び事業報告書（監査報告を含む。）を提供しなけれ
ばならない。

（総代会の議決事項）
第57条　この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事

項は総代会の議決を経なければならない。                     
　（１）定款の変更 
　（２）規約の設定、変更及び廃止 
　（３）解散及び合併  
　（４）毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更 
　（５）出資1口の金額の減少 
　（６）事業報告書及び決算関係書類
　（７）連合会及び他の団体への加入又は脱退  
　（８）役員の解任

第５章　事業の執行
（事業の利用）
第68条　組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事

業の利用については、組合員とみなす。
（事業の品目等）
第69条　第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目

は、書籍、学用品、日用品、化粧品、食料品、衣料品、そ
の他の組合員の日常生活に必要な物資とする。

　２．第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類
は、食堂、喫茶、理美容施設とする。
　3．第3条第7号に規定する古物事業の品目は、衣類、自転
車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮
革・ゴム製品類、書籍、その他組合員の日常生活に必要な
ものとする。

第６章　会計
（事業年度） 
第70条　この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月

末日までとする。

附則
この定款は、2008年10月28日から施行する。
2021年5月26日一部改訂。

関西大学生活協同組合定款（抜粋）
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関大生協  新入生 検索https://www.kandai .ne.jp/fresh/
新入生サポートサイト

入学までの事前準備や
新入生・保護者入学説明会の詳細など、
新入学に関する情報は関大生協におまかせください !!

全ての詳細は
こちら

合格から授業が始まるまでに必要なことは5つ！
新入生サポートサイトではさらに詳しくご紹介していますので、
素敵なキャンパスライフが送れるよう必ずチェックしてくださいね！

お部屋探し
組合員なら手数料割引でご契約！
家賃に一定額を追加で支払うことで家具・家電がついてくる「シングルバリュー
パック」や、家具・家電をご希望日にお届けするサービスもございます。

STEP 1 生協へ加入
関大生の95％以上が加入しています。
組合員になれば、授業に欠かせない教科書も10％OFF！

新入生の皆さん！入学準備は
関大生協に全部お任せ！

ひとり暮らしの方

STEP 4 教科書購入
入学後、履修登録が完了したら教科書販売特設会場へ！　組合員なら書籍・教科
書が10％OFFになるので、お早めの加入手続きをおすすめします！

祝

STEP 3 パソコン・電子辞書の準備
関大生の必需品！ 関大生協では関大生のためのオリジナル
モデルパソコン・電子辞書を販売しています。

組合員なら
割引価格で
ご購入できます！ご購入できます！

STEP 2 新入生・保護者入学前説明会へ参加
対面・オンラインで開催！生協スタッフや現役
関大生に相談しながら入学準備ができます！

事前WEB申込要

申込はこちら！


